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長野県告示第395号

　事務処理規則（昭和39年長野県規則第５号）の規定に基づき、令和４年度において地域振興局長に交付の権限を委任する

補助金等を次のとおり指定します。

　　令和４年７月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

　高性能林業機械等レンタル支援事業補助金交付要綱（令和４年７月15日付け４信木第210号林務部長通知）の規定に基づく補助金

人　事　課

長野県告示第396号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

　　令和４年７月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

名　　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

医療法人丸山会　丸子中央病院 上田市中丸子1771－１ 令和７年８月13日
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長野県告示第398号

　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和42年法律第149号）第35条の６第１項の規定により、次

のとおり液化石油ガス販売事業者を認定しました。

　　令和４年７月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

氏名又は名称
及び代表者の氏名

住所又は所在地 認定年月日

株式会社エナキス
代表取締役　長瀬　吉夫

上田市富士山2412番地６ 令和４年７月20日

産業技術課

医療政策課

医療政策課

長野県告示第399号

　農林水産大臣から、次のように保安林の指定施業要件を変更する予定である旨の通知を受けましたので、森林法（昭和26

年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の規定により告示します。

　　令和４年７月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一

１　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所

　　伊那市（次の図に示す部分に限る。）

２　保安林として指定された目的

　　土砂の流出の防備

３　変更後の指定施業要件

　(1)	立木の伐採の方法

　　ア　次の森林については、主伐は、択伐による。

　　　　伊那市（次の図に示す部分に限る。）

　　イ　その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

　　ウ	　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の

ものとする。

　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。

　(2)	立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

　　　次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を長野県林務部森林づくり推進課及び伊那市役所に備え置いて縦

覧に供する。）

長野県告示第397号

　救急病院等を定める省令（昭和39年厚生省令第８号）第１条の規定により認定した救急病院は、次のとおりです。

　　令和４年７月28日

	 長野県知事　阿　部　守　一　

名　　　　称 所　　在　　地 認定の有効期限

社会医療法人抱生会　丸の内病院 松本市渚１－７－45 令和７年７月31日

森林づくり推進課
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長野県飯田建設事務所告示第14号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定により、次のとおり道路の供用を開始します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年８月17日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県飯田建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和４年７月28日

	 長野県飯田建設事務所長　太　田　茂　登

１　路　　　線　　　名　　飯田南木曽線

２　供用を開始する区間

　　飯田市大通一丁目14番の２地先から

　　飯田市白山町一丁目6461番の７地先まで

３　供用を開始する期日　　令和４年７月31日

長野県須坂建設事務所告示第４号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を決定します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年８月17日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県須坂建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和４年７月28日

	 長野県須坂建設事務所長　野々口　敬　一

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　村山豊野停車場線

３　道路の区域　

区　　　　　　間 敷地の幅員 延　長

上高井郡小布施町大字飯田字河原新田境1188番の 82地先から
上高井郡小布施町大字小布施字吉島2773番の１地先まで

ｍ

7.5 ～ 28.0

Km

1.3168

道路管理課

長野県長野建設事務所告示第12号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり道路の区域を変更します。

　その関係図面は、告示の日から令和４年８月17日まで、長野県建設部道路管理課及び長野県長野建設事務所において、一

般の縦覧に供します。

　　令和４年７月28日

	 長野県長野建設事務所長　吉　川　達　也

１　道路の種類　　県道

２　路		線		名　　村山豊野停車場線

３　道路の区域　

区　　　　　　間 新旧別 敷地の幅員 延　長

長野市大字穂保字外堀内948番の２地先から
長野市豊野町豊野字内土浮323番の14地先まで

旧

ｍ

4.5 ～ 29.2

Km

2.5251

同　　　　　上

新

4.5 ～ 29.2 2.5251

長野市大字穂保字外堀内948番の２地先から
長野市大字赤沼字狐配3598番の１地先まで

7.5 ～ 7.5 1.6783

長野市豊野町浅野字大島境1664番の１地先から
長野市豊野町豊野字内土浮323番の14地先まで

5.9 ～ 22.0 1.9248

道路管理課

道路管理課


